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資料―３



木曽川水系 検討の流れ

検討項目

リスク要因の規模 影響・被害 対応

① 外力の検討 ② 事象の検討 ③ 影響･被害の検討 ④ 対応の検討

水
量
不
足

過
去
の
実
績
に

基
づ
く
想
定

1994年(H6)渇水を解消
した9月中･下旬の降雨
それぞれが無かった場
合と何れもが無かった
場合を想定した。

外力に応じた河川流量
を推定し、水源施設(ダ
ム)の貯水量と河川から
の取水制限段階を実績
から関連づけた上で、
取水の状況を検討した。

■1994年(H6)の9月中･
下旬の降雨が無かっ
た場合の検討

■気候変動(4℃上昇)の
予測降雨データを用
いた場合の検討

第11回

• 前提の整理

①②で検討した事
象の発生から回復
までの前提を整理

• 影響･被害の
検討

• 日常生活や社
会・経済活動へ
の影響(時期･事
態･期間)を検討

• 被害額を試算

次回以降

• 対応策の整理

• 対応策の属性と
実施主体を分類

• 対応策の特徴を
評価項目を設け
整理

• リスクに適合す
る対応策を実施
主体別のフロー
図に整理

気
候
変
動
デ
ー
タ
を

用
い
た
想
定

気候変動(4℃上昇)の予
測降雨データを用いて
1994年(H6)相当の長期
間少降雨のサンプルを
抽出し、空梅雨･台風な
しの外力を想定した。

供
給
遮
断
被
害

取水口毎に河川からの
取水･導水が不能となっ
た場合の状況を検討し
た。

第
11
回

水
量
不
足
／

次
回
以
降

供
給
遮
断

次
回
以
降

論
点
整
理
の
適
用

木曽川水系 検討の流れ

 木曽川水系の検討は、論点整理の適用を踏まえ、①外力→ ②事象 → ③影響･被害 → ④対応 の順に行う。
 供給遮断被害については外力の想定、事象について検討を行う。
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外力を具体的に設定す
るのではなく、自然災
害等に伴う施設被害や
水質悪化（御嶽山の噴
火を想定）により、各
取水口からの取水･導水
ができない状態を想定
した。



外力の検討フロー

対象とするリスク要因 木曽川水系の水供給･水利用に関係するすべてのリスク要因を対象

リスク要因の同時生起 様々な組合せが考えられるため複数のリスク要因の同時生起は考慮しない

リスク要因の分類

河川の水量が不足 河川の水量は充足

水量不足
(渇水)

河川の水質障害や施設の機能不全に伴う水供給の途絶

• 自然災害(地震･津波、洪水、高潮、土砂災害、火山
噴火)

• 施設の老朽化、施設の大規模修繕･更新
• 原水の水質障害（火山噴火を含む）
• 停電

外力の検討

現時点で発生の可能性がある
最大級の外力を想定して評価

供給遮断被害(水供給･水利用プロセスの主要施設が機能不全と
なり途絶が生じる規模の障害･被害)で評価

過去の実績に基づく想定 気候変動データを用いた想定

牧尾ダムで取水制限管理が実施された
1973(S48)以降の渇水で最大級となった1994年
(H6)渇水を想定、渇水を解消した9月中･下旬の
降雨それぞれが無かった場合と何れもが無かっ
た場合を想定してサンプルとした。

気候変動の気温4℃上昇時の予測降雨データを用い
て、1994年(H6)相当の長期間少降雨のサンプルを抽
出(実績の気象データに基づく予測降雨データと比較
し、現在気候のもとでも発生する可能性があること
を確認)
少積雪によるリスクは、気温上昇に伴い融雪出水

がなくなると想定し、降雨を流出量に換算する際に
４月～５月にかけて発生している融雪出水があった
場合と、無かった場合の流出量を算出することで反
映させることとした。

 検討の前提となる社会状況は、「現時点」とした。
 供給遮断被害の外力は、具体的に設定するのではなく、自然災害等の施設被害により、各取水口から取水・導水ができない状態

を想定した。
 外力として、御嶽山の噴火を想定すると、どのような事象が生じるのか整理した。

① 外力の検討
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御嶽山噴火で想定される影響
＜関係機関連携による水質調査（Ｈ２６.９.２８～継続）＞・噴火による降灰の影響は、交通インフラやライフラインなど相互に波及・拡大して日常生活や社会経済活動に大きな影響が生じる。

・水供給リスクに関連する影響について、ダム貯水池（水源）への影響、河川水（原水）への影響が考えられる。

3

大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ（内閣府）資料から抜粋（一部加筆）

水供給リスクに関連する影響



御嶽山噴火で想定される影響（水道等の水供給）

ダム貯水池や河川水へ降灰が流出すると、水質が変化し、以下のとおり水道
等の水供給への影響が考えられる。
・濁度の増加による浄水場の機能停止
・ろ過池の機能低下による浄水場の機能停止
・化学成分による水質の悪化
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大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ（内閣府）資料から抜粋（一部改変）

過去の噴火における被害事例等

・濁度の増加による浄水場の機能停止
御嶽山噴火後(2014年)、集水域に降灰域を含む
木曽川水系の牧尾ダムでは約２ヶ月間にわたって
数千度の高濁度水になっていた。
水道用水の取水を行う下流の落合取水口の濁度
は、台風の降雨後に最大約250℃に上昇した。
⇒浄水場では、原水濁度が管理基準を超えると処
理が不能になることから、取水を停止する。

・ろ過池の機能低下による浄水場の機能停止
有珠山噴火後（1978年）では、約1cmの降灰が
あった上水道浄水場で、細かい火山灰が緩速ろ過
装置のろ過用の砂に付着して目詰まり状態になり、
ろ過ができなくなった。この影響で給水地区の全戸
（約2,000戸）の給水がストップした。

・化学成分による水質の悪化
火山灰に付着している火山ガスにより、大量の火山
灰が原水に混ざると、pHの低下やFeやMnなどの重
金属元素の溶出等により、水質が悪化し、飲用に
適さなくなる可能性がある。

取水停止をせざるを得なくなり、水供給が停止となる
事象が発生することが想定される。

火山噴火に伴う水供給停止の事例



御嶽山噴火後、想定される事象
＜関係機関連携による水質調査（Ｈ２６.９.２８～継続）＞・火山噴火による水供給停止の事例を踏まえ、木曽川水系における外力として、「御嶽山の噴火」を想定する。

・事象として、降灰が河川に流入し白濁した水が流下、ｐＨの低下など水質が変化して、水供給が停止となる事象が発生することを想
定する。
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 火山噴火に伴い降灰が河川に流入する
と、水質の悪化により取水を停止するお
それがある。

 回復までに一定期間を要する可能性が
あり、その期間水供給が途絶する可能
性があることから、他の自然災害と同様
に事象として取水口で供給遮断が発生
することを想定する

・事象から懸念される事項
①噴火直後、河川に直接流出した降灰により

水質が変化して、水質基準を満たさなくなる
懸念がある。

②噴火後に大雨が発生すると、地表の土砂の
流出や土石流により、地上の降灰が河川へ
流出する懸念がある。

①～②の理由により、
河川水の水質の監視を即時に行い、取水可能

かどうかを現状把握（調査）し、判断する必要がある。

【取水・停止の判断基準案】
○牧尾ダム放流口（六段橋）

濁度750以上 または pH5以下
○落合取水口

濁度200以上 かつ pH6.7以下
〇落合取水口

（平水流量以下を想定）
濁度30以上 かつ pH6.7以下が

3日継続



揖
斐
川

供給遮断被害 検討方法 （１）実績データの整理

知多半島

矢
作
川

岩倉取水工

越戸ダム長
良
川

渥美半島

西三河地域

矢作ダム

阿
木
川
ダ
ム

牧
尾
ダ
ム

1996(H8).12管理開始

注) 最大取水量は中部地整調べの値で少数第2位丸め

羽
布
ダ
ム

兼山ダム地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水
3.70 5.99

愛知県
岐阜県
関係分

( － ) (1.76)
工業用水 8.39 7.88
農業用水 21.51 21.51

注) ()書数値は内数で西三河地域分

岩
屋
ダ
ム

尾張地域
名古屋市

北勢地域生活用水
工業用水
農業用水

供給系統

上
麻
生
ダ
ム

木曽川用水
地域

羽
島
市
等

犬山頭首工地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 14.04 15.80
愛知県
岐阜県
関係分

工業用水 － 0.162

農業用水 51.62 51.06

木曽川大堰地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 10.15 9.51 愛知県
三重県
関係分

工業用水 7.84 7.39
農業用水 25.63 25.63

東濃地域

可茂地域

長良川河口堰

細
川
頭
首
工

明治用水
頭首工

今渡ダム地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 0.39 0.4
岐阜県
関係分

落合ダム地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 1.50 1.64
岐阜県
関係分

上麻生ダム地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 0.50 0.79
岐阜県
関係分

工業用水 - 0.18
農業用水 7.00 7.00

長良川河口堰地点 最大取水量 m3/s
用途 1994(H6) 2021(R3) 備考

生活用水 - 3.59
愛知県
三重県
関係分

供給遮断被害 検討フロー

(1)実績データの整理

• 河川流量や取水量、ダム貯水量
等のデータを整理した。

(2)回復までの期間の設定

• 供給遮断被害の影響・被害の検
討を行うにあたっては、被災時
の供給機能の喪失状況と、機能
回復までの期間を設定する。

6

取水・導水不能

取水・導水不能

取水・導水不能

取水・導水不能

取水・導水不能

木
曽
川

今渡ダム

兼山ダム

落合ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

取水・導水不能

取水・導水不能

味噌川ダム

愛知用水
地域

愛知池
（東郷調整池）

・供給遮断被害を想定する前提条件としては、通常（平常）時の河川流量や取水量、ダム貯水量等の運用状況を想定した。
・その通常（平常）時の運用状況時に自然災害等による取水口から取水の導水が不能となる状況を想定し、検討を行う。

今回の検討内容



② 事象の検討 供給遮断被害(生活用水①)

水源 取水 導水 浄水場 送水 調整池 送水(引継点) 配水

高
蔵
寺
浄
水
場
系

尾
張
東
部
浄
水
場
系

豊
田
浄
水
場
系

木曽川

矢作川

百
月
ダ
ム(

中)

豊田浄水場
(愛)

尾張東部
浄水場(愛)

豊田分水工(愛)

岩
倉
取
水
工(

愛)

北部幹線水路(愛)

兼
山
ダ
ム(

関)

兼
山
取
水
口(

機)

猿投導水路(愛)

愛知用水幹線水路
(機)

三好ヶ丘広域
調整池(愛)

愛
知
池

(

機)

矢
作
ダ
ム(

国)

三好ヶ丘

東郷第２

豊田第３

知立第２

安城第２

岡山

笹曽根

碧南第２

豊田広域
調整池(愛)

木曽川水系 愛知県営水道・各市町の供給プロセス（愛知用水系①）

味
噌
川
ダ
ム
・
牧
尾
ダ
ム
・
阿
木
川
ダ
ム
（
機
）

木曽川

犬
山
頭
首
工(

改)

高蔵寺
浄水場(愛)

西尾広域
調整池(愛)

刈谷第３-２

三ヶ峰広域
調整池(愛)

三ヶ峰

瀬戸山口

瀬戸菱野

高蔵寺高区

瀬戸広域
調整池(愛)

瀬戸穴田

高蔵寺中区

高蔵寺低区

旭低区

旭第２

三好

藤岡

豊田第２

豊田第１

知立

岡崎第１

安城第１

岡崎広域
調整池(愛)

安城広域
調整池(愛)

豊田市

愛知中部水道企業団

知立市

碧南市

岡崎市

安城市

春日井市

尾張旭市

瀬戸市

愛知中部水道企業団
（豊明市・日進市・長
久手市・みよし市・東

郷町）

刈谷市

知立市

豊田市

安城市

西尾市

【凡例】()：施設管理者
(国)：国土交通省、(機)：水資源機構、
(長)：長野県、(岐)：岐阜県、(愛)：愛知県、（三）三重県、
(改)：土地改良区、記入なし：市町
(中)：中部電力、(関)：関西電力、（名）：名古屋市

・木曽川の生活用水における供給系統、取水から配水までの供給の流れ（愛知用水、木曽川用水の例）
を示した。
・外力について具体的には、赤い枠で示したとおり、木曽川から取水する各取水口のそれぞれについて、
供給遮断被害が生じた場合とした。これら取水口段階での供給遮断の影響は、浄水場・配水場を管理す
る各事業者からエンドユーザーまで波及する。
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犬
山
共
同
取
水
口

(

愛
・
名)



② 事象の検討 供給遮断被害(生活用水②)

水源 取水 導水 浄水場 送水 調整池 送水(引継点) 配水

春
日
井
・
鍋
屋
上

野
・
大
治
浄
水
場
系

犬
山
浄
水
場
系

尾
張
西
部
浄
水
場
系

春日井浄水場
(名)

犬山浄水場
(愛)

尾張西部
浄水場(愛)

木
曽
川
大
堰(

機)

尾
西
取
水
場(

愛)

東
郷

調
整
池

(

機)

味
噌
川
ダ
ム(

機)

木曽川

祖父江

佐織

八開

津島

七宝

神守

春日

一宮

尾北

犬山

江南

岩倉

小牧

小牧第２

犬山広域
調整池(愛)

小牧広域
調整池(愛)

木曽川水系 愛知県営水道・各市町の供給プロセス（木曽川用水系・名古屋市）

犬
山
頭
首
工(

改)

木曽川

木曽川

木曽川

鍋屋上野
浄水場(名)

大治浄水場
(名)

朝
日
取
水
場(

名)

春日井

西春

尾西

稲沢

立田

美和

蟹江

佐屋

弥富

岩
屋
ダ
ム(

機) 犬
山
取
水
場

(

愛
・
名)

志段味配水場

猪高配水場

平和公園配水場

瑞穂配水場

鳴海配水場

東山配水場

中川西配水場

海部広域
調整池(愛)

兼
山
取
水
口(

機)

犬山市

愛西市

あま市

清須市

北名古屋水道企業団
(北名古屋市・豊山町)

一宮市

岩倉市

丹羽広域事務組合
(大口町・扶桑町)

小牧市

春日井市

江南市

一宮市

稲沢市

津島市

蟹江町

海部南部水道企業団
（愛西市の旧佐屋町と
旧立田村・蟹江町一
部・飛島村・弥富市)

名古屋市

大治町

清須市の一部

あま市の一部

北名古屋市の一部

【凡例】()：施設管理者
(国)：国土交通省、(機)：水資源機構、
(長)：長野県、(岐)：岐阜県、(愛)：愛知県、（三）三重県、
(改)：土地改良区、記入なし：市町
(中)：中部電力、(関)：関西電力、（名）：名古屋市

・木曽川の生活用水における供給系統、取水から配水までの供給の流れ（愛知用水、木曽川用水の例）
を示した。
・外力について具体的には、赤い枠で示したとおり、木曽川から取水する各取水口のそれぞれについて、
供給遮断被害が生じた場合とした。これら取水口段階での供給遮断の影響は、浄水場・配水場を管理す
る各事業者からエンドユーザーまで波及する。
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